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（第９３回 建築審査会の開催を宣言）  

 

（まちづくり指導室長あいさつ） 

 

（本日の審査会は、４名の委員の出席があり、会議は成立することを報告。） 

 

本日の審査会は、報告といたしまして、「敷地等と道路との関係に係る許可

における包括同意の報告」 が１０件を予定しております。 

会長、審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

本日は報告案件のみです。それでは、進めたいと思います。 

 

（報告第１０号から第１５号について、説明をする。） 

 

報告第１０号から第１５号までで何かご質問はありますか？ 

 

 報告第１０号ですが、川西市は側溝の整備は条件ではないのですね。雨水

の排水はどのように処理しているのですか？ 

 

道・空地に表現がありませんが、既設の雨水桝があり、そこへ流入し雨水

管路へと処理することになっております。 

 

報告第１２号ですが、緑色の道と橙色の分かれ道に接しているが、これは

どのように判断したのか？ 

 

今回の案件では、橙色の道と枝分かれする緑色の道でありますが、橙色の

道が基本で、緑色の道が一部接していると判断しております。 

 

建築基準法上の道路までは何メートルあるのですか？ 

 

法第４２条第１項第５号の位置指定道路までを表現しております。道路まで

の距離は約２２メートルです。 

 

報告第１３号ですが、道・空地の部分、南側と西側の両方後退するのです

か？どちらか一方ではないのですか？ 

 

西側の道の北方奥にも家が立ち並んでいるため許可条件としては出来る

限り交差点は両方とも後退を指導しています。 
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報告第１５号ですが、水道用地となっているが、占有許可等は必要なので

すか？ 

 

通行するだけなら既に一般の交通の用に供しているため不要です。 

 

 他にご質問はありませんか？ 

 

（委員より特に質問なし） 

 

 特に無いようですので、報告第１０号から第１５号について、審査会として了

承してよろしいか。 

 

「了承」 

 

続いて、報告第１６号から第１９号まで説明お願いします。 

 

（報告第１６号から第１９号について、説明をする。） 

 

報告第１６号から第１９号までで何かご質問はありますか？ 

 

報告第１７号ですが、建ぺい率制限は６０パーセントではないのですか？ 

 

この敷地では、ただし書きの道・空地部分を後退し、道路としてみなしたこと

により一定の条件を満たして、建ぺい率１０パーセント増の角地緩和の適用を

うけたものです。 

 

報告第１８号ですが、前面の道・空地の幅員が４．７メートルあるのに包括

基準第４号なのですか？第３号では？ 

 

 法第４２条第２項道路に至るまでの最小幅員が３．８３メートルなので、包括

基準第４号となっています。 

 

 他にご質問はありませんか？ 

 

（委員より特に質問なし） 

 

 特に無いようですので、報告第１６号から第１９号について、審査会として了

承してよろしいか。 

 

「了承」 
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その他について、事務局の方から説明お願いします。 

 

 今後の審査会の日程について、来年度も毎月第３水曜日午後３時からで調

整いただくことで承認をお願いいたします。 

 

 では、来年度も毎月第３水曜日で行うことでよろしいか。 

 

 「了承」 

 

 次回の開催についてですが、３月は案件がありませんので、４月１７日水曜

日を予定しております。よろしくお願いいたします。 

 

「了承」 

 

 今年度で委員の皆さまには２年間の委嘱期間が満了いたしますが、来年度

４月からの委員の委嘱について再任をお願いしたいと考えています。ぜひとも

承諾していただきますようお願いいたします。 

 

以上で本日の審査会は終わります。 

 

 

閉会  午後 ４時３０分 

 

  


